
「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（2018（平成30）年度〜2020（平成32）年度）」の概要

 ⽼⼈福祉法に規定されている「⽼⼈福祉計画」及び介護保険法に規定されている「介護保険事業計画」は、⼀体のものとして策定す
るようそれぞれの法に位置付けられています。

 大阪市では、高齢者に関する保健・福祉施策及び介護保険事業、並びにそれ以外の高齢者に係る施策を包含した総合的な計画として
「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定しています。

１ 大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画とは

２ 大阪市の高齢化の現状と将来推計

現計画
（第６期） 第９期第８期

第７期
2018 (H30)
〜2020 (H32)

<2025(平成37)年までの中長期の見通し>

計画期間
第７期計画は、2018(平成30)年度から2020(平成32)年度

の３か年の計画としており、団塊の世代がすべて75歳以上
となる2025(平成37)年を⾒据え、「地域包括ケアシステ
ム」をより深化・推進していくための計画とします。

大阪市の年齢３区分別人口構成比（将来推計含む） 大阪市の将来推計人口（高齢者）

65歳以上の人がいる世帯の状況の推移

⼤阪市の年齢階層別の要介護（要⽀援）認定率 高齢者の日常的な活動の状況

資料：総務省「国勢調査」、
大阪市政策企画室調べ将来人口推計（2014(平成26)年８月時点）

資料：総務省「国勢調査」、
大阪市政策企画室調べ将来人口推計（2014(平成26)年８月時点）

資料：総務省「国勢調査」

○⾃⽴⽀援・重度化防⽌に向けた保険者機能の強化等の取組みの推進
・保険者機能の発揮による⾃⽴⽀援・重度化防⽌に向けた取り組む仕組みの制度化（財政的インセンティブの付与等）
・地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等）
・認知症施策の推進（新オレンジプランの基本的な考え⽅を制度上明確化） など

○医療・介護の連携の推進等
・「⽇常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「⽣活施設」としての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設

（介護医療院）の創設
・医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の⽀援の規定を整備 など

○地域共生社会の実現に向けた取組みの推進等
・「我が事・丸ごと」の地域づくり・包括的な支援体制の整備
・高齢者と障がい児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするための新たな共生型サービスの位置づけ など

資料：大阪市福祉局（2017(平成29)年３月末） 資料：大阪市高齢者実態調査報告書（2017(平成29)年３月）

資料：大阪市福祉局

2025（平成37）年の大阪市の姿

 ⾼齢者⼀⼈ひとりが住み慣れた地域で⾃⽴した⽣活を安⼼して営み、⻑寿化した⼈⽣を健康でいきいきと豊かに尊厳をもって暮らす
ことのできる社会の実現をめざします。

 ⾼齢者ができる限り住み慣れた地域で、その有する能⼒に応じて⾃⽴した⽇常⽣活を安⼼して営むことができるよう、医療・介護・
介護予防・住まい及び⾃⽴した⽇常⽣活の⽀援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）をより深化・推進していきます。

 後期⾼齢者の増加に伴い、医療と介護ニーズを併せ持つ⾼齢者、重度の要介護認定者、ひとり暮らし⾼齢者、認知症⾼齢者などが増
加すると⾒込まれます。

 「⽀え⼿」となる⽣産年齢人口は減少し、核家族化の進⾏や、ひとり暮らし⾼齢者や夫婦のみの⾼齢者世帯の増加等による家族や親
族の支え合いの希薄化、地域の支え合い機能の低下が予測されます。

 高齢期は、介護を必要とする人がいる一方で、趣味や社会活動への参加など、自らの価値観にしたがって能動的・主体的な生活を送
る時期でもあることから、介護が必要な⽅は重度化を防⽌し、健康な⼈は要介護状態になることを予防する取組みを進めることがで
きるよう支援をしていく必要があります。

３ 介護保険制度改正のポイント

４ 第７期計画の基本的な考え方
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75歳以上の認定率：40.6%

65歳以上の認定率：24.1%

認定率＝
要介護（要支援）認定者数

被保険者数

施策推進の基本的な考え方

上記の考え⽅のもと、今回の介護保険制度改正等を踏まえ、次の４点の基本方針に基づき、地域包括ケアシステムをより深化・推進す
るため、次の５つの重点的な課題に向けた取組みを推進します。

健康でいきいきとした豊かな生活の実現

個々人の意思を尊重した生活の実現

安全で快適な生活環境の実現

利⽤者本位のサービス提供の実現

高齢者の地域包括ケアの推進体制の充実
認知症の⽅への⽀援と⾼齢者の権利擁護施策の推進
介護予防の充実、市⺠による⾃主的活動への⽀援
地域包括ケアの推進に向けたサービスの充実
高齢者の多様な住まい方の支援

【基本方針】 【重点的な課題と取組み】

取組方針

※各取組みの概要は裏⾯参照

高齢者施策を総合的に推進するため、「重点的な課題と取組み」を含め、各分野において具体的な施策を推進します。
１ 地域包括ケアの推進 ３ 介護予防、健康づくり、生きがいづくり ５ 住まい・まちづくり
２ 認知症⽀援と権利擁護施策 ４ サービスの充実・利⽤⽀援

５ 介護保険給付に係る費⽤の⾒込み及び介護保険料等
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日常生活はほぼ自分で行え、近所であればひとりで外出できる

日常生活は自分で行え、交通機関などを利用してひとりで外出できる

 大阪市の高齢者施策の体系

 具体的施策

○施設整備目標数

○第 1号 被 保険 者
介 護 保 険 料

・保険料基準額は、
月額7,927円となります。

大阪市の認知症高齢者数の推移

６ ⾃⽴⽀援・重度化防⽌等に係る取組みと⽬標
介護保険法の改正により、市町村は介護予防・重度化防⽌等

の取組内容と目標を計画に記載することとされております。
本計画における主な取組内容等については、次のとおりです。

○介護保険給付及び地域⽀援事業に係る費⽤（利⽤者負担分を除く）の⾒込み

5,296人認知症対応型共同生活介護（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 4,129人 4,689人 5,277人 4,764人 5,030人

14,500人
介護老人保健施設 7,650人 7,850人 8,050人 8,050人 8,050人 8,200人
介護老人福祉施設（特別養護老人ﾎｰﾑ） 12,400人 13,000人 13,600人 13,900人 14,200人

第６期計画期間 第７期計画期間
2015

(Ｈ27)年度

2016

(Ｈ28)年度

2017

(Ｈ29)年度

2018

(Ｈ30)年度

2019

(Ｈ31)年度

2020

(Ｈ32)年度

・各サービスの給付見込みの推計に基づいて、介護保険給付にかかる費用を算定
・地域支援事業にかかる費用は、過去の実績等をもとに算定

2015

(Ｈ27)年度

2016

(Ｈ28)年度

2017

(Ｈ29)年度

2018

(Ｈ30)年度

2019

(Ｈ31)年度

2020

(Ｈ32)年度

第６期計画期間 第７期計画期間

2,710億円
地域支援事業 38億円 41億円 165億円 176億円 179億円 183億円
介護保険給付 2,210億円 2,293億円 2,316億円 2,456億円 2,587億円

取組内容 第７期の目標

　各区の「在宅医療・介護連携推進会
議」における、課題整理・対応策の検討

　区役所が主体的に会議を開催し、すべ
ての区において対応策の検討、具体化

　事業評価による地域包括支援センター
の資質の向上

　全ての地域包括支援センターが事業評
価において全ての事業実施基準を満た
す。

　認知症サポーターの養成 　2020（H32）年度末までに24万人を養成

　「いきいき百歳体操」等の介護予防に
効果のある住民主体の体操・運動等の
通いの場の立ち上げ等の支援

　実施箇所数
　2016(H28)年度末（実績）　　 404か所
　2017(H29)年度末（見込）　　 474か所
　2021(H33)年度末（目標）　約700か所

　ケアプランにおける問題点等の検証・周
知により、居宅介護支援事業所に対して
意識改善を図ることによる、介護支援専
門員の資質向上

　ｹﾏﾈｽｷﾙｱｯﾌﾟ事業参加事業所数
　　2018(H30)年度　　　　　　　221か所
　　2019(H31)年度　　　　　　　227か所
　　2020(H32)年度　　　　　　　234か所

＜在宅医療・介護連携の推進＞

＜地域包括支援センターの運営の充実＞

＜認知症の方への支援＞

＜介護予防の充実＞

＜介護支援専門員の質の向上＞

・厚生労働省が第７期将来推計用に2015(平成27)年国勢調査のﾃﾞｰﾀを出発点として作成した「推計人口」の人口伸び率を参考に推計

※2015(平成27)・2016(平成28)年度は9月末の第1号被保険者数実績。2017(平成29)年度は見込数値。

376千人
全体に占める割合 47.5% 48.8% 50.2% 51.4% 52.6% 53.8%

後期高齢者 317千人 330千人 343千人 354千人 365千人

323千人
全体に占める割合 52.5% 51.2% 49.8% 48.6% 47.4% 46.2%

前期高齢者 349千人 347千人 340千人 335千人 329千人
高齢者人口（第１号被保険者数） 666千人 677千人 683千人 689千人 694千人 699千人
高齢化率 24.9% 25.2% 25.3% 25.6% 25.9%

第６期計画期間 第７期計画期間
2015

(Ｈ27)年度

2016

(Ｈ28)年度

2017

(Ｈ29)年度

2018

(Ｈ30)年度

2019

(Ｈ31)年度

2020

(Ｈ32)年度

26.2%

○高齢者人口（第1号被保険者数）の推計

○要介護（要支援）認定者数の推計

※2015(平成27)・2016(平成28)年度は9月末の実績。2017(平成29)年度は見込数値。

2015

(Ｈ27)年度

2016

(Ｈ28)年度

2017

(Ｈ29)年度

2018

(Ｈ30)年度

2019

(Ｈ31)年度

2020

(Ｈ32)年度

第1号被保険者中の認定者割合 23.7% 24.0% 24.6% 25.1% 25.6%

185,956人
うち第1号被保険者 157,759人 162,473人 167,715人 172,781人 177,845人 182,913人
認定者数 160,774人 165,468人 170,715人 175,791人 180,875人

26.2%

第６期計画期間 第７期計画期間
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多くの方が比較的
元気な高齢者で
すが、健康な状態
の維持のため、社
会参加の機会の
拡充やさらなる健
康維持などの取
組みが必要です。

65歳以上人口（第
1号被保険者数）よ
り認知症高齢者数
は伸びていま
す。

高齢になるほど、要
介護（要支援）認定
者の割合は高くなり
ます。75歳以上の
平均認定率は、４
割を超えています。
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→ 推計値国勢調査結果→

2015(H27)から
2020(Ｈ32)年の間
に、後期高齢者
数が前期高齢者
数を上回ります。

高齢化率は
2015(H27)時点で
すでに25%を超え、
４人に１人が65歳
以上の高齢者と
なっています。

大阪市の高齢者
のひとり暮らし世
帯の割合である
42.4％は全国平
均（27.3％）と比べ
高くなっています。



（１）在宅医療・介護連携の推進 【主な取組み・方向性】
･ 各区の「在宅医療・介護連携推進会議」において、地域の医療・介護に関する課題抽出・対応策を検討し、「顔の⾒える関係」
の構築のため、多職種でのグループワークなどの研修等により多職種連携を図ります。また地域住⺠への理解促進に努めます。
･ 在宅医療と介護を切れ⽬なく提供するために、医療と介護の橋渡し役を担う在宅医療・介護連携⽀援コーディネーターを配置し
た「在宅医療・介護連携相談⽀援室」を全区において設置し、医療と介護関係者のスムーズな連携を推進します。

この計画では、2025（平成37）年の⼤阪市の⾼齢者の状況を⾒据えるとともに、大阪市の高齢者施策の基本方針に
基づき、今回の介護保険制度改正に位置付けられた施策を着実に推進し、地域包括ケアシステムをより深化・推進す
るため、次の５つの取組みを重点的な取組みと位置付け推進します。

１ 高齢者の地域包括ケアの推進体制の充実
地域包括ケアの中核的な役割を担う地域包括支援センターの強化及び質の確保に努めるとともに、地域ケア会議を推進し

ます。また、在宅医療・介護連携の推進や、関係機関が連携したひとり暮らし⾼齢者の⾒守りの推進を図るとともに、地域
共生社会の実現に向け、分野を越えて総合的に相談支援ができる体制づくりを進めます。

（２）地域包括支援センターの運営の充実（地域ケア会議の推進） 【主な取組み・方向性】
･ 機能強化型地域包括⽀援センターの設置や他の地域包括⽀援センターの後⽅⽀援を⾏う基幹的な役割の位置づけなど、地域包括
支援センター間の役割分担・連携強化について引き続き検討し、実施します。
･ 地域ケア会議については、個別ケースの検討を⾏う個別ケア会議から地域課題の解決を検討する地域ケア推進会議まで⼀体的に
取り組むとともに、⾃⽴⽀援に資するケアマネジメントを⽀援するための地域ケア会議の推進に取り組みます。
･ 地域包括支援センターの事業評価のさらなる充実を図ります。

（３）地域における⾒守り施策の推進 【主な取組み・方向性】
･ 地域における⾒守りネットワークを強化するため、各区にＣＳＷを配置した「⾒守り相談室」を設置し、「地域における要援護
者の⾒守りネットワーク強化事業」を実施するとともに、孤⽴死リスクの⾼い世帯等をより効果的に⽀援につなげるため、ＣＳ
Ｗによる取組みを強化します。
･ 徘徊認知症⾼齢者等の⾏⽅不明事案の未然防⽌・再発防⽌や早期の⾝元の特定につなげるため、警察との連携を強化しながら取
組みを進めます。

（４）複合的な課題を抱えた人への支援体制の充実 【主な取組み・方向性】
･ 複合的な課題を抱えた⼈に対する⽀援を⾏うため、2017（平成29）年度から３区でモデル実施している「総合的な相談⽀援体
制の充実事業」の効果を検証し、各区に対して必要な機能と実施に向けた選択肢を⽰すなど、相談⽀援機関・地域・⾏政が⼀体
となった総合的な相談支援体制の整備をめざします。

（５）ひとり暮らし高齢者への支援（再掲） 【主な取組み・方向性】
･ ひとり暮らし⾼齢者が住み慣れた地域で安⼼して暮らすことができるよう、地域住⺠の声かけ等の⾒守り活動や在宅福祉サービ
スの充実に取り組むとともに、外出や交流などの社会参加の機会づくりに努めます。

（１）認知症の方への支援 【主な取組み・方向性】
･ 認知症初期集中⽀援チームを各区に配置し、認知症の⼈への初期の⽀援を包括的・集中的に⾏い、⾃⽴⽣活をサポートします。
･ 認知症地域⽀援推進員を各区に配置し、認知症の⼈やその家族を⽀援する相談業務等を⾏うほか、若年性認知症の相談窓⼝とな
り、関係機関と連携して必要な⽀援を⾏います。
･ 地域における認知症対応⼒の向上を図るため、各区における認知症⽀援の拠点として設置している認知症強化型地域包括⽀援セ
ンターの活動を推進します。
･ かかりつけ医・⻭科医師・薬剤師の認知症対応⼒向上のための研修や認知症サポート医の養成を推進するとともに、認知症疾患
医療センターの運営を⾏うなど、地域における認知症に係る医療提供体制の充実に取り組みます。
･ 認知症サポーターの養成を推進するとともに、認知症サポーターが地域の中で活躍する機会の充実を図ります。
･ スマートフォン等で利⽤できる認知症アプリを開発・運⽤するなど、認知症に関する正しい知識の普及・啓発に取り組みます。
･ 弘済院を医療と介護が⼀体となった新たな拠点として整備し、認知症の⼈やその家族への⽀援に取り組みます。

２ 認知症の⽅への⽀援と⾼齢者の権利擁護施策の推進
新オレンジプランに沿って、認知症高齢者やその家族等に対する施策を総合的に推進します。また、高齢者虐待の防止、

消費者被害の防⽌など、権利擁護施策の推進・充実を図ります。

（２）権利擁護施策の推進 【主な取組み・方向性】
･ 「高齢者虐待防止連絡会議」において、虐待情報の共有化を図るとともに、関係機関相互の連携の強化を図ります。
･ 養介護施設従事者等に対して、集団指導、実地指導、監査等を利⽤して啓発・研修を実施するなど、⾼齢者虐待防⽌に向けた取
組みを進めます。
･ 成年後⾒制度の利⽤促進のため、「成年後⾒制度の利⽤の促進に関する法律」に基づき、2018（平成30）年度から「権利擁護
の地域連携ネットワーク」を構築し、本人を中心とした「チーム」を形成し、区や地域包括支援センター等の相談支援機関に対
して、専⾨職団体・関係機関が連携協⼒し、⽀援を⾏います。
･ あんしんさぽーと事業の利⽤を必要とする⼈が、待機することなく順次利⽤・契約できるよう取組みを進めます。

（１）⼀般介護予防事業の推進（介護予防・重度化防⽌の推進） 【主な取組み・方向性】
･ いきいき百歳体操等の住⺠主体の通いの場の充実に向け⽀援を⾏うとともに、⼝腔機能の向上等に寄与する取組みも検討します。
･ 高齢者が社会参加や地域貢献活動を通じて自身の介護予防につなげるため、「介護予防ポイント事業」の充実に取り組みます。

３ 介護予防の充実、市⺠による⾃主的活動への⽀援
高齢者の社会参加等を通じて、いきいきと健康に暮らすことができるよう自主的活動・介護予防の取組みを推進します。

また、⾼齢期を迎える前（壮年期）からの健康づくりを推進します。

（２）健康づくりの推進 【主な取組み・方向性】
･ 健康寿命の延伸のため、健康増進計画（すこやか大阪21）に基づき、健康寿命に影響を与える循環器疾患やがん、骨粗しょう症
などの生活習慣病の予防に向けた取組みを進めるとともに、こころの健康を保持するため、ストレス及び気分転換の方法等に関す
る知識や、うつ病等のこころの病気の知識とその予防についての普及啓発等に取り組みます。

（３）高齢者の社会参加と生きがいづくり 【主な取組み・方向性】
･ ⾼齢者の⼀層幅広い社会参加活動を推進するため、知識や技能を⽣かした⽣涯学習における指導者層の充実に努めます。
･ 生きがいづくり、社会参加の促進のため、⽼⼈福祉センター等の活動拠点の活⽤や⽼⼈クラブ活動への⽀援を進めます。

（４）ボランティア・ＮＰＯ等の市⺠活動⽀援 【主な取組み・方向性】
･ 「⼤阪市市⺠活動総合ポータルサイト」により市⺠活動に役⽴つ情報を⼀元的に発信し、様々な活動主体同⼠が連携しながら活動
を進められるよう支援します。

（１）多様な住まい方の支援 【主な取組み・方向性】
･ 様々な施設・居住系サービスとの関係を整理し、⾼齢者のニーズに対応した居住形態・サービスの多様な選択肢の確保に努めます。

５ 高齢者の多様な住まい方の支援
⾼齢者ができる限り住み慣れた地域に住み続けることができるよう、居住の安定に向けた⽀援を実施するとともに、⾃宅

での生活が困難になった場合の施設等への住み替えなど、高齢者の状況やニーズに沿った多様な住まいを確保します。また、
住み慣れた地域で安全・安心に暮らすための住環境を整備します。

（２）居住の安定に向けた支援 【主な取組み・方向性】
･ 市営住宅の⾼齢化対応設計やバリアフリー化等を推進するとともに、⾼齢者の⺠間賃貸住宅への⼊居⽀援等を推進します。

（３）施設・居住系サービスの推進 【主な取組み・方向性】
･ 個々の高齢者のニーズに合ったサービスの提供に努めながら、施設サービスを必要とする人のために、特別養護⽼⼈ホーム等の施
設整備を進めます。
･ 新たな介護保険施設として創設される「介護医療院」については、介護療養型医療施設等からの転換を進めていきます。

（４）住まいに対する指導体制の確保 【主な取組み・方向性】
･ 有料⽼⼈ホームやサービス付き⾼齢者向け住宅への定期的な⽴⼊調査等の指導や、⾼齢者⽤賃貸住宅等の居住者に介護サービスを
提供している訪問介護事業者等に対する実地指導に引き続き取り組みます。

（１）介護予防・生活支援サービス事業の充実 【主な取組み・方向性】
･ 総合事業の実施状況を把握・分析しながら、ボランティアやＮＰＯ、⺠間企業等の多様な主体による多様なサービスの充実に努め
るとともに、地域における住⺠相互の助け合い活動を促進する取組みも検討します。

４ 地域包括ケアの推進に向けたサービスの充実
地域包括ケアの推進に向けて多様な主体による多様なサービスの充実を図るため、総合事業の円滑な実施や⽣活⽀援体制

の基盤整備を推進します。また、「介護離職ゼロ」の実現に向け、介護⼈材の確保及び資質の向上に努めます。

（２）生活支援体制の基盤整備の推進 【主な取組み・方向性】
･ 生活支援コーディネーターが高齢者のニーズや地域資源等を把握したうえで、協議体を通じて定期的に情報共有を図るなど、生活
支援・介護予防サービスの充実に向けて取り組みます。

（３）介護給付対象サービスの充実 【主な取組み・方向性】
･ 重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で⽇常⽣活ができるよう、居宅サービスや地域密着型サービス等の充実に努めます。

（４）介護サービスの質の向上と確保 【主な取組み・方向性】
･ 高齢者が安心してサービスを選択できるよう、事業者情報の公表や事業者への指導・助言に努めるとともに、介護サービスの適正
化にあたっては取組事項及び目標を定めて取り組みます。
･ 利⽤者に適正なケアプランに基づくサービスが提供されるよう、ケアマネジメントの質の向上に努めます。

（５）在宅⽀援のための福祉サービスの充実 【主な取組み・方向性】
･ 高齢者自身や家族介護者を支援するため、多様な生活支援ニーズに応じた福祉サービスの充実に努めます。

（６）介護人材の確保及び資質の向上 【主な取組み・方向性】
･ 福祉・介護サービス事業者や従事者への研修の実施等による支援を充実させることにより、福祉人材の育成・確保を進めます。
･ ⼤阪市の研修修了者等が提供する軽度の要⽀援者等に対する⽣活援助サービスの実施により、新たな介護⼈材のすそ野を拡げる取
組みを進めます。

重点的な課題と取組みの概要


